
 第２５回玉村町農業委員会議事録 

 

１、開催日時 令和元年７月５日  午後３時～午後４時００分 

 

２、開催場所 ４階 全員協議会室 

 

３、出席委員（１５人） 

会長         ７番 松浦 好一 

副会長        ５番 齋藤  清 

副会長        ８番 筑井  清 

              １番  武士 千雅子 

              ２番 羽鳥  誠 

３番 川端 浩二 

４番 下田 正人 

 ６番 小島 睦美 

 ９番 金田 邦夫 

１０番 峯岸 恵美子 

１１番 萩原 克弘 

１２番 猪野 計二 

１３番 新井 正芳 

１４番 齋藤 三千男 

１６番 松井 俊裕 

 

４、欠席委員（１人）   １５番 勅使川原 亨  

 

５、議事日程 

 

  第１ 議事録署名委員の指名 

 

  第２ 会議書記の指名 

 

第３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

     議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

第４ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理状況について 

 

     報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出書の受理状況について 

 

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出書の受理状況について 



 

     報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の交付状況について 

 

６、その他 

 

○ふるさとまつりの「ふれあいパレード」について 

 

○玉村町民体育祭の競技参加調査について 

   

○玉ねぎとじゃがいもの収穫量について 

  

○その他 

 

 

７、農業委員会事務局職員 

 

    事務局長 齋藤 恭 

 

８、会議の概要 

 

議 長 ：ただ今から第２５回総会を開会いたします。本日は、出席委員は１５名ですので

総会は成立しております。 

     それでは、玉村町農業委員会会議規則第１４条第１項に規定する議事録署名委員

ですが、４番 下田委員、５番 齋藤委員にお願いいたします。 

          なお、本日の会議書記には齋藤事務局長を指名いたします。 

          それでは、次第４の議事に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局長：【議案第１号 番号１ 受付番号 43100108について議案書と詳細を朗読、説明】 

          農地法第３条第２項の各号に該当していないことを説明。 

 

議 長 ：それでは、番号１ 受付番号 43100108について審議を行います。この件に関しま

して、農地部会で現地調査及び審議を行っておりますので、部会の報告を筑井副

会長からお願いします。 

 

筑井副会長：この件に関しては、許可するかわからないという事で、農地部会としては保留

という結論です。 

 

議 長 ：ありがとうございました。 

部会での判断は「今後の営農状況を確認する必要があるため、今回保留する」と 



いうことです。これより質疑に入ります。ご意見、ご質問のある方は挙手願いま 

す。 

 

委 員 ：譲受人の営農状況はどのようになっているか。 

 

事務局長：譲受人の農地を取得した以降の耕作をどのような形で行っていくのか、もう一度

確認させていただいて、間違いなく農地として利用しご自身で耕作していく。と

いう事を再度確認させていただく為に、今回は保留という事になりました。 

 

議 長 ：営農状況は、部会の方でもう一度確認させていただきます。他に意見はございま

すか。無いようですので、採決いたします。受付番号 43100108について、部会で

の判断のとおり「保留」とすることに賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

受付番号 43100108は、「保留し、継続審査」と決定いたします。 

続きまして、番号２について事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局長：【議案第１号 番号２ 受付番号 43100113について議案書と詳細を朗読、説明】 

          農地法第３条第２項の各号に該当していないことを説明。 

 

議 長 ：それでは、番号２ 受付番号 43100113について審議を行います。この件に関しま

しても、農地部会で現地調査及び審議を行っておりますので、筑井副会長より報

告願います。 

 

筑井副会長：この件に関しまして、許可相当と判断いたしました。 

  

議 長 ：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご意見、ご質問のある方は

挙手願います。 

 

      （挙手無し） 

 

     無いようですので、採決いたします。受付番号 43100113について、原案のとおり

許可とすることに賛成の方は挙手願います。 

 

（全員賛成） 

 

全員賛成という事で、受付番号 43100113は原案のとおり許可と決定いたします。 

続きまして、番号３について事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局長：【議案第１号 番号３ 受付番号 43100114について議案書と詳細を朗読、説明】 



          農地法第３条第２項の各号に該当していないことを説明。 

 

議 長 ：それでは、番号３ 受付番号 43100114について審議を行います。この件に関しま

して、農地部会で現地調査及び審議を行っておりますので、筑井副会長より報告願

います。  
筑井副会長：この件に関しましても、問題が無いことから、許可といたしました。  
議 長 ：これより質疑に入ります。ご意見、ご質問のある方は挙手願います。 

よろしいでしょうか、無ければ採決いたします。受付番号 43100114について、原 

案のとおり許可とすることに賛成の方は挙手願います。 

 

（全員賛成） 

 

全員賛成という事で、受付番号 43100114は原案のとおり許可と決定いたします。 

続きまして、議案第２号番号１について事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局長：【議案第２号 番号１ 受付番号 43100093について議案書と詳細を朗読、説明】 

     前回保留となった案件。申請地は市街化調整区域にあるが、申請地は市街地に近 

接している区域内で農地の集団性は１０ha未満であるため第２種農地であるこ 

と、除外の容認については昭和５６年以前であること等を説明。 

 

議 長 ：それでは、番号１受付番号 43100093について審議を行います。この件に関しまし 

て、農地部会で現地調査及び審議を行っておりますので、筑井副会長より報告願 

います。 

 

筑井副会長：この件に関しまして現地確認を行いまして、許可相当といたします。 

 

議 長 ：ありがとうございました。これより質疑に入ります。 

今回別冊で、土地の分筆、境界線等詳しくしてもらいましたので、この内容なら 

ばわかると思います。ご意見、ご質問のある方は挙手願います。 

 

無いようですので、採決いたします。受付番号 43100093について、原案のとおり 

許可相当とすることに賛成の方は挙手願います。 

 

（全員賛成） 

 

全員賛成ということで、受付番号 43100093は原案のとおり許可相当と決定いたし 

ます。 

続きまして、番号２について事務局より説明をお願いいたします。  



事務局長：【議案第２号 番号２ 受付番号 43100115について議案書と詳細を朗読、説明】 

     申請地は市街化調整区域にあり、東側道路と南側道路に上下水道が入っており、

医療機関が５００ｍ以内に２軒あるので第３種農地であること、除外の容認につ

いては平成２年であること等を説明。  
議 長 ：それでは、番号２ 受付番号 43100115について審議を行います。この件に関しま

して、農地部会で現地調査及び審議を行っておりますので、筑井副会長より報告願

います。  
筑井副会長：この件に関しましても、農地に影響が無いことから許可相当といたします。 

 

議 長 ：ありがとうございました。これより質疑に入ります。 

ご意見、ご質問のある方は挙手願います。 

 

        （挙手なし） 

 

無いようですので採決いたします。受付番号 43100115について、原案のとおり許 

可相当とすることに賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ということで、受付番号 43100115は原案のとおり許可相当と決定いたし 

ます。 

以上で「議事」については、終了といたします。 

     続いて、「報告事項」に入ります。 

     報告事項について、事務局より説明をお願いします。  
事務局 ：【報告第１号 農地法第 3条の 3第１項の規定による届出書の受理状況について報 

告を朗読、説明】 

 

【報告事項第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出書の受理状況に 

ついて報告を朗読、説明】  
【報告事項第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出書の受理状況に 

ついて報告を朗読、説明】  
【報告事項第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の交付状況につい 

て報告を朗読、説明】  
議 長：それでは、報告事項について質疑に入ります。ご意見、ご質問のある方は、挙手願 

います。 



無いようですので、次第５の報告については、終了といたします。 

続いて、次第６のその他 に入ります。事務局より説明をお願いします。  
事務局長：【・ふるさとまつりの日程、パレードについて    ・町民体育祭の参加種目について 

 

・玉ねぎ・じゃがいもの収穫量について 

  

議 長 ：体育祭は毎年、１０月１０日前後でしょうか。農業委員会としては、出られる人

が出るという形で良いのではないか。全体を通して何かありますか。 

 

委 員 ：【板井の角田病院の駐車場拡張について改善点等の詳細を報告】 

（道路の件に関して委員から様々な意見が出る。） 

      

     もう一つ、玉村幼稚園の第８分団の駐車場の砕石の件、何回言っても綺麗にして

くれない。その砕石が水路に入ってきてしまうのを何とかしてほしい。 

       （委員より意見がでる。） 

 

事務局長：いろいろご意見をいただいております。それらの件に関しては、農業委員会、経

済産業課だけでは改善できることではないので、学校教育課、都市建設課等と連

絡を取りながら検討したいと思います。 

 

議 長 ：他に何かありますか。無ければ第２５回農業委員会を閉会といたします。お疲れ

様でした。    
以上の通り、会議の内容を記載し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

議 長 

 

 

                議事録署名人 

 

 

議事録署名人  


